
社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会定款

第 １ 章 総 則

（名 称）

第 １ 条 この法人は、社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下本

協会」という ）と称する。。

（事 務 所）

第 ２ 条 本協会は、事務所を岡山県岡山市に置く。

（目 的）

第 ３ 条 本協会は、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う

者（以下「官公署等」という ）による不動産の表示に関する登記に必要な調査若し。

くは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することによ

り、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な

実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。

（業 務）

第 ４ 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 官公署等の依頼を受けて、土地家屋調査士法（以下「法」という ）第６４条第。

１項に規定する業務。

二 その他本協会の目的を達成するために必要な業務。

第 ２ 章 社 員

（社員の資格）

第 ５ 条 本協会の社員は、岡山地方法務局の管轄区域内に事務所を有する土地家

屋調査士（以下「調査士」という ）又は法第２６条に規定する土地家屋調査士法人。

（以下「調査士法人」という ）でなければならない。。

（入会金、会費）

第 ６ 条 社員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら

ない。

（入 会）

第 ７ 条 本協会の社員となろうとする者は、総会において別に定める入会手続を

行うものとする。



２ 本協会は、入会を認めないものとするときは、社員となろうとする者に対し、その

旨を通知して入会を拒否することができる。

（社員の資格喪失）

第 ８ 条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。

一 退会したとき

二 第５条に規定する資格を有しなくなったとき

三 ６カ月分会費を滞納し、催告期日に納入しないとき

四 除名されたとき

五 調査士法人が解散したとき

（退 会）

第 ９ 条 社員は、総会において別に定める退会手続に従い、その会計年度の終わ

りに退会することができる。

（除 名）

第 １０ 条 社員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、社員の過半数

が出席し、出席した社員の４分の３以上の賛成による決議で除名することができる。

ただし、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

一 本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき

二 本協会の名誉を傷つけ又は著しい損害を加えたとき

（拠出金の不返還）

第 １１ 条 既納の入会金、会費その他の拠出金は返還しない。

（業務の処理委任）

第 １２ 条 本協会は、依頼を受けた第４条第１号に規定する事務（以下「事件」と

いう ）を、次に掲げる者に限り、取り扱わせることができる。。

一 社員である調査士（調査士法人の社員である者を除く ）。

二 社員である調査士法人

２ 前項の規定にかかわらず、特に事件を処理するため必要がある場合には、社員でな

い調査士（調査士法人の社員である者を除く ）又は調査士法人に事件を取り扱わせ。

ることができる。

３ 第１項又は前項に規定する事件の配分に関する基準は、第３条に規定する目的に沿

うよう総会が別に定める業務処理規則によるものとする。

４ 社員である調査士又は調査士法人が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める処分を受けたときは、その処分の期間中、第１項に規定する事件の配分

を行わないものとする。

一 社員である調査士 法第４２条第２号に規定する業務の停止の処分



二 社員である調査士法人 法第４３条第１項第２号又は同条第２項第２号に規定す

る業務の停止の処分

５ 第１項又は第２項の規定により事件の配分を受けた調査士又は調査士法人が事件を

処理するに当たり、その者の故意又は過失による事故が原因で本協会が発注者又は第

三者に損害の賠償をしたときは、本協会は、その者に対し求償することができる。

第 ３ 章 役 員

（役員の種別及び員数）

第 １３ 条 本協会に次の役員を置く。

理 事 １５人以上２５人以内

監 事 ３人

２ 理事のうち、１人を理事長、５人以内を副理事長とし、専務理事１人、常任理事３

人以内を置くことができる。

（役員の選任等）

第 １４ 条 理事及び監事は、総会が別に定める役員選任規則に従い総会において選

任する。

２ 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は理事会において互選する。

ただし、理事長及び副理事長は社員である理事をもって充てる。

４ 理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。

（役員の職務）

第 １５ 条 理事長は本協会を代表し、会務を総理する。

、 、 、２ 副理事長は 理事長を補佐し 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは

理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行し又はその職務を行う。

３ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本協会の常務を総括する。

４ 常任理事は、理事会の決議又は規則の定めるところにより常務を分担処理する。

５ 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

６ 監事は、次に掲げる業務を行う。

（ ） 本協会の会計を監査すること。1
（ ） 理事の業務執行状況を監査すること。2
（ ） 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会に報3

告すること。

（ ） 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。4

（役員の任期等）

第１６条 役員の任期は、就任後第２回目の通常総会終了のときまでとし、再任を妨

げない。

、 。２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は 前任者又は現任者の残任期間とする



３ 第１３条に規定する役員の員数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞

任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員の権利義務

を有する。

（役員の退任）

第１６条の２ 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該役員は、前条の規定

にかかわらず、その資格を失い退任する。

一 調査士である役員について、社員の資格が失われたとき

二 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である

調査士について、当該調査士法人が有していた社員の資格が失われたとき

三 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である

調査士について、その調査士が当該調査士法人の社員の資格が失われたとき

（役員の解任）

第 １７ 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、社員の過半数

が出席し、出席した社員の３分の２以上の賛成による決議により解任することができ

る。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

（役員の報酬）

第 １８ 条 役員は有給とすることができる。

２ 前項に関し必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。

第 ４ 章 総 会

（総会の種別）

第 １９ 条 本協会の総会は、 通常総会及び臨時総会の二種とする。

（総会の構成員及び成立要件）

第 ２０ 条 総会は、社員で構成し、かつ社員の過半数以上の者が出席することによ

り成立する。

（総会の機能）

第 ２１ 条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、重要な事項を決議する。

（総会の開催）

第 ２２ 条 通常総会は、毎会計年度終了の日から７０日以内に開催する。

２ 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

一 理事会が必要と認めたとき



二 社員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があった

とき

三 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を報告するために監事から請求が

あったとき

（総会の招集）

第 ２３ 条 総会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、前条第２項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その請

求があった日から３０日以内に臨時総会の招集状を発しなければならない。

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも

って少なくとも２週間前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき

は、その期間を短縮することができる。

（総会の議長）

第 ２４ 条 総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。

（総会の決議）

第 ２５ 条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会の書面表決等）

第 ２６ 条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知さ

れた事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任す

ることができる。

２ 前項の方法によって表決した社員は、出席したものとみなす。

（議 事 録）

第 ２７ 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。

一 日時及び場所

二 社員の現在数及び出席社員数

三 開催目的、審議事項及び決議事項

四 議事の経過の概要及びその結果

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２人が署名押印し

なければならない。

第 ５ 章 理 事 会

（理事会の構成）

第 ２８ 条 理事会は、理事をもって構成する。



（理事会の権能）

第 ２９ 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

一 総会に付議すべき事項

二 事業の執行に関する事項

三 規則の制定又は改廃

四 その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の招集）

第 ３０ 条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、理事の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

請求があったときは、その請求のあった日から１４日以内に理事会を招集しなければ

ならない。

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

もって少なくとも７日前までに通知しなければならない。

ただし、緊急を要するとき、又は全員の同意があるときは、前項の期間を短縮し、

又は招集手続を省略することができる。

（理事会の議長）

第 ３１ 条 理事会の議長は、理事長が当たる。

（理事会の定足数等）

第 ３２ 条 理事会は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数で決する。可

否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会の規定の準用）

第 ３３ 条 第２７条の規定は理事会の議事録について準用する。

第 ６ 章 支 所

（支所の設置）

第 ３４ 条 本協会は、本協会と社員との連絡調整を図るため、区域を定め支所を設

置することができる。

第 ７ 章 顧問及び相談役

（顧問及び相談役）

第３５条 本協会に顧問及び相談役を置くことができる。

２ 顧問及び相談役は、理事長が理事会に諮って委嘱する。

３ 理事長は、顧問及び相談役に対し、本協会の運営その他重要事項について意見を求



めることができる。

４ 顧問及び相談役の任期は、役員の任期と同一とする。

第 ８ 章 財産及び会計

（財産の構成）

第 ３６ 条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

一 入会金及び会費

二 寄附金品

三 財産から生じる収入

四 事業に伴う収入

五 その他の収入

（財産の管理）

第 ３７ 条 本協会の財産は、理事長が管理する。

（経費の支弁）

第 ３８ 条 本協会の経費は、本協会の財産をもって支弁する。

（損害保険への加入）

第 ３９ 条 本協会は、受託事件の処理等に対し、官公署等から損害賠償の請求を確

保するため、損害賠償責任保険に加入する。

（事業計画及び予算）

第 ４０ 条 本協会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理事会の決議を経て毎

会計年度の通常総会の承認を受けなければならない。

（暫定予算）

第 ４１ 条 理事長は、前条に規定する予算の会計年度終了後、次期の通常総会にお

いて予算が成立するまでの間、理事会の議決を経て、前年度の予算に準じて収入支出

をすることができる。

２ 前項の通常総会において予算が成立しなかった場合は、前項の規定を準用する。こ

の場合、理事長は、予算を成立させるため、速やかに臨時総会を招集しなければなら

ない。

３ 第１項及び前項による収入支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

（事業報告及び決算）

第 ４２ 条 本協会の事業報告書並びに収入支出の決算報告書は、毎会計年度終了後

理事長が作成し、理事会の決議を経て監事の監査を受け、通常総会の承認を受けなけ



ればならない。

（会計年度）

第 ４３ 条 本協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第 ９ 章 事 務 局

（事務局の設置等）

第 ４４ 条 本協会の庶務を処理するため事務局を置く。

２ 事務局の職員は、理事長が任免する。

第 １０ 章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第 ４５ 条 この定款は、総会において、社員の過半数が出席し、出席した社員の３

分の２以上の賛成をもって変更することができる。

（解 散）

第 ４６ 条 本協会は、民法第６８条第１項第２号から第４号まで及び第２項の規

定により解散する。

（残余財産の処分）

第 ４７ 条 本協会が解散のときに有する残余財産は、総会の決議を行い、法務大臣

の許可を受けて帰属を決定する。

付 則

（施行期日）

この定款は、本協会設立許可の日から施行する。

この定款は、平成１５年８月１日から施行する。

第１４条の変更は、平成１６年１１月９日から施行する。


